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（事例８）平成26年において、新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、そ

の家屋について増改築工事を行い、高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等

特別控除又は断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるとき 

 

【記載例８－１】先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の高齢者等居住改修工事等を含む増改

築等をした部分に係る増改築等住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受け

る場合で、先の新築等と後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等の両方が特定取得

に該当するとき 

 

 

① 居住開始年月日    平成 26年４月 25日 

家屋に関する事項           土地等に関する事項 

  家屋の取得対価の額 20,000,000円   土地等の取得対価の額 25,000,000円 

  家屋の総床面積   100．00㎡     土地等の総床面積      120．00㎡  

   うち居住用        100．00㎡      うち居住用     120．00㎡  

  交付を受ける補助金等の額      200,000円（平成 26年６月 25日交付） 

 住宅借入金等に関する事項 

  住宅借入金等の内訳         住宅及び土地等 

  年末残高（当初借入金額）      29,300,000円（30,000,000円） 

 

② 居住開始年月日    平成 26年 10月 25日 

増改築等の費用の額／うち居住用    5,000,000円／5,000,000円 

 特定の増改築等に関する事項 

  高齢者等居住改修工事等の費用の額  4,000,000円 

  交付を受ける補助金等の合計額     1,200,000円（平成 26年８月 25日交付） 

  控除を受ける者の年齢        60歳 

 住宅借入金等に関する事項 

  年末残高（当初借入金額）      4,800,000円（5,000,000円） 

※１ 共有者なし 

※２ 工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し等から①及び②は特定取得に該当 

※３ 家屋は認定住宅に該当しない 

 

→ 控除額計算明細書は、住宅の取得等及び住宅の増改築等ごとに作成する。 

設 例 
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〔控除額計算明細書一面〕（後の増改築等分） 

 
（注）１ 平成 26年中に居住の用に供した場合でその居住に係る高齢者等居住改修工事等を含む増改築等

が特定取得に該当するときの⑰欄は、250万円が最高限度額となる。 

２ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、後の高齢者等居住改修工

事等を含む増改築等に係る控除額計算明細書二面の「高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築

等住宅借入金等特別控除を選択した場合」の番号「５」を記載する。 

３ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「重複適用」の文字を〇で囲み、⑲欄の記載

は後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等に係る控除額計算明細書についてのみ行う。 

４ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、先の新築等をした家屋に係る居住開始年月日等(例：

平成 26年４月 25日居住開始（特定）)と後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等に係る居住

開始年月日等（例： 増 平成 26年 10月 25日居住開始（特定））のいずれも記載(高齢者等居住改

修工事等を含む増改築等に係る居住開始年月日等を上段に、先の新築等をした家屋に係る居住開始

年月日等を下段に記載)する。 

２６ １０ ２５ 

５００００００ 

５００００００ 

３８０００００ 

４８０００００ 

１００ ００ 

４８０００００ 

３８０００００ 

３８０００００ 

３８０００００ 

１００ ０ 

４００００００ １２０００００ ２８０００００ 

２８０００００ 

２５０００００ ２８０００００ 

６３０ 

５ 

３５６０ 
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〔控除額計算明細書ニ面〕（後の増改築等分） 

 
(注)１ ⑲欄の記載は、後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等に係る控除額計算明細書についてのみ

行う。 

２ ⑲欄の計算に当たっては、平成 26年 12月 31日における住宅借入金等の金額につき増改築等住宅

借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、その区分をした増改築等住宅借入金等の金

額と他の住宅借入金等の金額ごとに次の①及び②の定めるところによりそれぞれ計算した金額（当該

金額に 100円未満の金額があるときは、これを切り捨てる。）の合計額（控除限度額を限度）とする。 

① 増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき、措法第 41条の３の２第１項又は第５項の規定

により計算した金額 

② 他の住宅借入金等の金額の合計額につき、措法第 41条の規定により計算した金額 

     63,000円 ＋ 293,000円 ＝ 356,000円 ＜ 400,000円(控除限度額) 

３,８００,０００ 

６３,０ ２,５００,０００ 

３,８００,０００ 

３５６,０ 
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５,０００,０００ 

１,２００,０００ 

３,８００,０００ 

２６  ８  ２５ １,２００,０００ バリアフリー改修○○助成金 

国税 太郎 ２６ 
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〔控除額計算明細書一面〕（先の新築等分） 

 
(注)１ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、先の新築等をした家屋に係る

控除額計算明細書二面の「住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合」の番号「１」を記載する。 

２ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「重複適用」の文字を〇で囲み、⑲欄の記載は

後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等に係る控除額計算明細書についてのみ行う（先の新築等

をした家屋に係る控除額計算明細書であるため、⑲欄は記載を要しない。）。 

２６  ４ ２５ 

１９８０００００ 

４４８０００００ 

２９３０００００ 

１００ ００ 

２９３０００００ 

１００ ００ 

２９３０ 

１ 

２５００００００ 

１００ ００ 

１２０ ００ 

１２０ ００ 

１９８０００００ ２５００００００ 

２９３０００００ 

１００ ０ 

２９３０００００ 

２９３０００００ 

１００ ０ １００ ０ 
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〔控除額計算明細書ニ面〕（先の新築等分） 

 
(注) ⑲欄は記載を要しない。 

 

２９,３００,０００ 

２９３,０ 
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２０,０００,０００ 

２００,０００ 

２６  ６ ２５ ２００,０００ すまい給付金 

国税 太郎 ２６  

２５,０００,０００ 

        ０ 

２５,０００,０００ １９,８００,０００ 
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